
                        

　公  示 

 

 

「令和８年度八代海岸保全事業、玉名横島海岸保全事業及び西国東海岸保全事

業 九州農政局直轄海岸保全施設検討業務委託事業」の実施予定者の公募につ

いて 

 

 

九州農政局八代海岸保全事業所では、「令和８年度八代海岸保全事業、玉名横島海岸保

全事業及び西国東海岸保全事業 九州農政局直轄海岸保全施設検討業務委託事業」の実施

予定者を公募する。本事業の受託を希望される者は、下記要領により企画提案書を提出さ

れたい。 

 

 

１．委託事業の目的 

本委託事業は、直轄海岸保全施設整備事業により新設、改良する海岸保全施設につい

て、専門的な学識経験者や専門技術者（以下「学識経験者等」という。）を選定すると

ともに技術的課題を検討し、成果の取りまとめを行うものである。 

 

２．事業の概要 

（１）事業内容 

１）海岸保全施設の新設、改良に伴う技術的課題に対する学識経験者等の選定 

九州農政局管内で実施している海岸保全施設の設計、施工上の高度な技術的課題

に的確に対処するため、様々な分野から適切な学識経験者等を選定する。 

２）学識経験者等による海岸保全施設の技術的課題の検討及び取りまとめ 

下表に示す海岸保全施設の技術的課題について、選定した学識経験者等の専門的

知識を最大限活用した助言、指導を得て検討を行い、その結果を取りまとめる。 

地区名 技術的課題等 

八代 ・耐震対策の検討結果について 

玉名横島 ・堤防高の検証結果の報告について 

西国東 
・河川堤防の土質定数等の設定及び耐震対策検討結果に

ついて 

 

（２）実施期間 

委託契約締結の日から令和９年３月１７日（水）までとする。 

 

３．応募資格、応募方法等 

別添の「企画提案書作成要領」によるものとする。なお、企画提案書作成要領

は、九州農政局ホームページ（http://www.maff.go.jp/kyusyu/）の「申請・お問い

合わせ」の「調達情報・公表事項」の「公告・公募関係」からダウンロードするも

のとし、インターネット接続環境にない者は、照会等窓口へ問い合せること。 

 



４．委託契約の締結について 

本委託事業に係る契約は、九州農政局八代海岸保全事業所入札・契約手続審査委員会

の審査の結果、決定された委託契約予定者と委託契約の協議が整い次第、締結する｡ 

 

５．その他 

（１）本委託事業の詳細については、別添の「企画提案書作成要領」によるものとする。 

 

（２）発注者綱紀保持対策について 

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持

規程（平成19年農林水産省訓令第22号）第10条及び第11条に則り、第三者から以下の

不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方氏名及び働

きかけの内容）を記録し、同規程第９条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会（以

下「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認め

られた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページによ

り公表する。 

（不当な働きかけ） 

① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼 

② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼 

③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼 

④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査

基準価格に関する情報聴取 

⑤ 公表前における企画提案書の評価点に関する情報聴取 

⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取 

⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取 

⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれの

ある依頼又は情報聴取 

 

６．照会等窓口 

〒866-0895 熊本県八代市大村町1092-1 

九州農政局八代海岸保全事業所 工事第一課 

担当：福丸技術専門官 

TEL ：0965-37-8955 

Mail：hirofumi_fukumaru570@maff.go.jp 

 

以上公示する。 

 

令和８年５月２１日 

 

分任支出負担行為担当官 

九州農政局八代海岸保全事業所長 

江藤 俊児 

 



 

企画提案書作成要領 

 

 

１．委託事業名 

令和８年度八代海岸保全事業、玉名横島海岸保全事業及び西国東海岸保全事業 

九州農政局直轄海岸保全施設検討業務委託事業 

 

２．委託事業の目的 

本委託事業は、直轄海岸保全施設整備事業により新設、改良される海岸保全施設につ

いて、専門的な学識経験者や専門技術者（以下「学識経験者等」という。）を選定すると

ともに技術的課題を検討し、成果の取りまとめを行うものである。 

 

３．事業の内容 

（１）海岸保全施設の新設、改良に伴う技術的課題に対する学識経験者等の選定 

九州農政局管内で実施している海岸保全施設の設計、施工上の高度な技術的課題に

的確に対処するため、様々な分野から適切な学識経験者等を選定（委員６名程度）す

る。 

 

（２）学識経験者等による海岸保全施設の技術的課題の検討及び取りまとめ 

１）委員会 

学識経験者等からなる「海岸保全施設検討委員会」（以下「委員会」という。）

を設置し運営するとともに、参加者分の資料を準備する。 

また、下表に示す委員会及び学識経験者等への個別説明において、選定した学識

経験者等の専門的知識を最大限活用した助言、指導を得て検討を行い、委員会終了

後、委員会での技術的助言をまとめた議事録を作成し、委託者及び各学識経験者等

に内容確認の上、検討結果として取りまとめる。 

開催時期 地区名 開催地 技術的課題等 

令和９年１月 

（予定） 

八代 

熊本市 

・耐震対策の検討結果について 

玉名横島 ・堤防高の検証結果の報告について 

西国東 
・河川堤防の土質定数等の設定及び

耐震対策検討結果について 

 

２）幹事会 

 委員会に先立ち九州農政局内で開催する「海岸保全施設検討委員会幹事会：（九

州農政局職員及び委員会委員１名で構成）」（以下「幹事会」という。）の参加者

分の資料を準備するとともに、幹事会に出席のうえ委員会を円滑に進めるために、

技術的課題の把握と問題点の検討、幹事会終了後、幹事会での技術的助言を踏まえ

た委員会資料を取りまとめ、議事録を作成する。 

 

 



 

開催時期 地区名 開催地 技術的課題等 

令和８年 1１月 

（予定） 

西国東 

熊本市 

(九州農政局) 

・耐震対策の検討結果について 

玉名横島 
・堤防高の検証結果の報告につ

いて 

八代 
・河川堤防の土質定数等の設定

及び耐震対策検討結果について 

 

（３）報告書の作成 

委員会及び幹事会に諮った資料及び委員会で得られた助言、指導内容を整理する。

また、委員会及び幹事会で検討された技術的課題に対する評価及び検討を取りまと 

め、令和９年３月１７日（水）までに九州農政局八代海岸保全事業所長あてに報告書

（Ａ４版簡易製本 24 部）及び電子媒体（ＣＤ-Ｒ（ＰＤＦデータ）３部）を提出する

ものとする。 

 

４．契約限度額 

本委託事業の予算は、８，７００千円程度(消費税及び地方消費税含む)を予定してい

る。 

 

５．実施期間 

契約締結の日から令和９年３月１７日（水）までとする。 

 

６．応募資格 

公募に応募できる者は、次の参加資格に全て適合する者とする。 

（１）予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。）第70条の規

定に該当しない者であること。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を

得ている者は、同条中の特別の理由がある場合に該当する。 

（２）予決令第71条の規定に該当しない者であること。 

（３）令和７・８・９年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の「役務の提供等

（調査・研究等）」において、「Ｂ、Ｃ又はＤ」の等級に格付けされている「九州・

沖縄」の資格を有する者であること。なお、参加表明書提出時に競争参加資格のない

者は、競争参加資格審査申請の手続き中の者であること。 

（４）九州農政局長から指名停止を受けている期間中でないこと。 

ただし、会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなさ

れている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者については、手続開始の決定後、九州農政局長が別に定める手続に基

づいて一般競争参加資格の再確認を受けていること。 

（５）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づ

き再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、上記４の再確認を受

けた者を除く。 

 

（６）農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について（平成19年12月７日付け19



 

経第1314号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団

員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注

工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

 

７．参加表明書の提出 

（１）提出方法 

本委託事業に参加を希望する者は、参加資格を確認できる資料（競争参加資格確認

通知又は資格申請書類の写し）を添付のうえ、参加表明書（別紙様式１号）を次の期

間内に受付窓口に提出する。 

提出方法は、受付窓口に持参、郵送（簡易書留に限る。）又は民間事業者による信

書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条９項に規定する特定信書便事業

者による同条第２項に規定する信書便（以下「特定信書便」という。）のいずれかの

方法にて提出することとし、電送又は電子メールによるものは受け付けない。 

（２）提出期間 

令和８年５月22日（金）から令和８年６月４日（木）までのうち、土曜日、日曜日

及び祝日等の行政機関の休日（以下「休日等」という。）を除く午前９時から午後４

時まで。なお、郵送による場合は期間内必着とする。 

 

８．企画提案書の提出 

（１）企画提案書の作成 

参加表明書を提出した者は、別紙様式２号「企画提案書提出届」とともに、次の各

号の項目を内容とする「企画提案書」を提出するものとする。 

なお、企画提案書に使用する言語は日本語とし、提出部数は、正１部、副２部とす

る。 

また、企画提案書を提出しなかった者については、失格とする。 

（２）企画提案書には、以下の項目について記載することとする。 

１）事業の実施方針（企画提案書 様式１） 

３の事業の内容に示す事業をどのように実施するか実施方針・実施方法等を具体

的に記載すること。 

２）事業の実施スケジュール（企画提案書 様式２） 

当該事業を遂行する上での、実施工程表を作成すること。 

３）事業の実施体制（企画提案書 様式３） 

① 事業実施体制 

② 本事業に携わる主な担当者のリスト及び経歴、資格等 

４）過去５年間（令和３年４月１日～令和８年３月31日）の類似業務の実績（企画提

案書 様式４） 

類似業務とは、軟弱地盤又は砂質地盤上の海岸保全施設の設計、施工等の検討に

関する業務とする。 

  ５）ワークライフ・バランス等の推進（企画提案書 様式５） 

  ６）賃上げの実施を表明した企業等（企画提案書 様式６－１） 

７）積算内訳（参考資料として提出。別紙様式３号） 

８）競争参加資格証明書の写し 

９）事業を統括的に管理する者の過去３年間（令和４年４月１日～令和５年３月31日

まで）又は前々年度の継続教育への取組状況（任意様式）（取得証明書の写しを添



 

付） 

（３）提出方法 

参加表明書を提出した者は、次の期間内に別紙様式２号を添えて企画提案書を受付

窓口に提出する。 

提出方法は、上記７（１）と同じ 

（４）提出期間 

令和８年６月５日（金）から令和８年６月１８日（木）までのうち、休日等を除く

午前９時から午後４時まで。なお、郵送による場合は期間内必着とする。 

（５）企画提案書の取り扱い 

１）提出された書類はその事由のいかんにかかわらず、変更又は取消しを行うことは

できない。また、返還も行わない。 

２）虚偽の記載をした企画提案書等は、無効とする。 

３）競争参加資格を有しない者が提出した書類は、無効とする。 

４）提出する企画提案書は１者につき１点とし、期限内に企画提案書が提出されなか

った場合は、契約候補者として選定しないものとする。 

５）企画提案書は、採点等本委託事業に係る事務手続以外の目的で提出者に無断で使

用しない。 

６）企画提案に要する一切の費用は、提出者が負担する。 

（６）参考資料の貸与 

過去の九州農政局直轄海岸保全施設検討業務の成果報告書は、応募・照会等窓口に

て貸与が可能である。（貸与資料申請書 別紙様式４号） 

貸与した資料は令和８年６月１８日（木）までに返却するものとする。 

 

９．契約候補者の選定等 

（１）契約候補者を選定するための基準（別紙「企画提案書特定に係る評価基準」による） 

企画提案書は、次の事項に着目して評価する。 

① 事業の目的・内容等に対する理解度 

② 事業実施方針の的確性 

③ 実施手順・工程計画の妥当性 

④ 実施体制の妥当性 

⑤ 過去の類似業務の実績 

⑥ 継続教育に関する姿勢 

   ⑦ ワーク・ライフ・バランス等の推進 

   ⑧ 賃上げの実施を表明した企業等 

（２）企画提案書の特定・非特定 

前項の基準に基づき評価を行い、評価が最も高い企画提案書の提出者を受託候補者

として九州農政局八代海岸保全事業所入札・契約手続審査委員会の審議を経たうえで

特定する。 

また、提出者の特定・非特定については、令和８年７月１５日（水）を目途にすべ

ての提出者に書面にて通知する。 

なお、非特定を通知された者については、通知のあった日の翌日から７日以内（休

日等は除く。）に、非特定理由の説明を求めることができる。 

 

 



 

10．審査方法 

（１）提出された企画提案書等の内容をもとに、契約候補者を選定するための基準（別紙

「企画提案書特定に係る評価基準」）に基づいて審査・採点を行い、採点した得点の

最上位の者を本委託事業の委託契約候補者とする。 

（２）審査は非公開とする。 

 

11．契約 

本委託事業に係る契約は、受託予定者と委託契約の協議が整い次第、国との間で締結

する。但し、契約条件が合致しない場合には、委託契約の締結ができないこともある。 

 

12．契約保証金 

会計法（昭和22年法律第35号）第29条の９第１項に規定する契約保証金の納付は、予

決令第100条の３第３号の規定により免除する。 

 

13．委託費の支払 

委託事業が終了して、別途任命される検査職員の検査の結果、契約の内容に適合する

と認めたときは、委託費の額を確定し、受託者から適法な請求書を受理した日から30日

以内にその支払いを行うものとする。 

委託費の額の確定は、委託事業に要した経費の実支出額と契約額のいずれか低い額と

する。 

 

14．実績報告 

受託者は、本委託事業が終了したときは、分任支出負担行為担当官九州農政局八代海

岸保全事業所長に委託事業実績報告書（契約締結時に別途指示する様式による。）を提

出しなければならない。 

 

15．応募・照会等窓口 

〒866-0895 熊本県八代市大村町1092-1 

九州農政局八代海岸保全事業所 工事第一課 

担当：福丸技術専門官 

TEL ：0965-37-8955 

Mail：hirofumi_fukumaru570@maff.go.jp 



 

（別紙様式１号） 

令和  年  月  日 

 

 分任支出負担行為担当官 

九州農政局八代海岸保全事業所長 殿 

 

                        住    所 

                        商号又は名称 

                       代 表 者 氏 名 

 

 

参 加 表 明 書 

 

 

 「令和８年度八代海岸保全事業、玉名横島海岸保全事業及び西国東海岸保全事業 九州

農政局直轄海岸保全施設検討業務委託事業」に関する企画競争に参加したいので、下記資

料を添付して応募します。 

 

 

記 

 

競争参加資格確認通知（又は資格申請書類）の写し 

 

 

 （提案に関する担当者） 

 

   所属・役職 

   担当者氏名 

   電話番号 

   FAX 番号 

   E-Mail アドレス 

 

 

 



 

（別紙様式２号） 

 

令和  年  月  日 

 分任支出負担行為担当官 

九州農政局八代海岸保全事業所長 殿 

 

                        住    所 

                        商号又は名称 

                        代 表 者 氏 名 

 

 

企 画 提 案 書 提 出 届 

 

 

「令和８年度八代海岸保全事業、玉名横島海岸保全事業及び西国東海岸保全事業 九州

農政局直轄海岸保全施設検討業務委託事業」に関する企画提案書を下記のとおり提出しま

す。 

 

 

 

記 

 

添付書類：企画提案書３部（正１部、副２部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別紙様式３号） 

 

令和８年度八代海岸保全事業、玉名横島海岸保全事業及び西国東海岸保全事業 九州農

政局直轄海岸保全施設検討業務委託事業 積算内訳 

 

区分 予算額 備考 

 

 

 ○○○○費 

 

 

 

 

 ○○○○費 

 

 

 

消費税及び地方消費税 

 

 

                  円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○○費 △△△円 

 ○○費 △△△円 

 

 

 

 ○○費 △△△円 

 ○○費 △△△円 

 

 

 

 

 

計   

 

注 1：積算内訳は、次の項目で積算すること。 

① 人件費（労務費）：単価は、社内規定単価を使用すること。 

② 諸謝金：学識経験者等謝金等 

③ 旅 費：学識経験者等旅費、受託者旅費等 

受託者旅費は、社内の旅費規程を基に算定すること。 

④ 事務庁費：会場借料、印刷製本費、通信運搬費、ｱﾙﾊﾞｲﾄ雇用費、外注費等 

⑤ 一般管理費 

⑥ 消費税及び地方消費税：①から⑤までは、消費税及び地方消費税を除いた額で

算定し、その総額に消費税及び地方消費税率を乗じて得た金額を計上すること。 

注 2：必要に応じて、資料を添付する。 

注 3：備考欄には、区分欄に掲げる経費の根拠を詳細に記載すること。 



 

 

(別紙様式４号) 

 

令和  年  月  日  

 

分任出負担行為担当官 

九州農政局八代海岸保全事業所長 

江藤 俊児 殿 

 

住 所 

商号又は名称 

代表者氏名 

 

 

貸 与 資 料 申 請 書 

 

 

令和８年度八代海岸保全事業、玉名横島海岸保全事業及び西国東海岸保全事業 九州 

農政局直轄海岸保全施設検討業務委託事業に関する貸与資料を下記のとおり申請しま

す。 

 

記 

 

（担当者） 

所属・役職 

貸与者氏名 

電話番号 

ＦＡＸ番号 

E-Mail アドレス 

 

 

＜応募・照会等窓口記載例＞ 

貸与期間： 

確認欄  :貸与：  月  日（  ） 

返却：  月  日（  ）



 

（企画提案書 様式１） 

 

事業の実施方針 

事業名：令和８年度八代海岸保全事業、玉名横島海岸保全事業及び西国東海岸保全事業 

九州農政局直轄海岸保全施設検討業務委託事業 

 

【注意事項】 

○ 企画提案書作成要領に記載された事業内容ごとに、実施方針・実施方法を具体的に記入すること

。 

○ 学識経験者等の構成の他、構成人員の氏名、経歴、役職、選定の理由等を記載すること。 

○ 技術的課題の検討に当たっての学識経験者等を活用した検討方法に関する実施方針を記載する

こと。 

○ 本様式に記載された内容により、主に事業の目的・内容等に対する理解度及び実施方針の的確

性を評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（企画提案書 様式２） 

事業の実施スケジュール 

 

事業名：令和８年度八代海岸保全事業、玉名横島海岸保全事業及び西国東海岸保全事業  

九州農政局直轄海岸保全施設検討業務委託事業 

項目
 委託事業工程 

備考
 

月 月 月 月 月 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意事項】 

 ○当該事業を遂行する上での工程表（作業スケジュール）を作成すること。 

 ○項目は、企画提案書作成要領に記載された事業内容に応じて記載すること。 

 ○必要に応じ、フロー図等の記入も可。 

 ○本様式に記載された内容により、事業の実施手順・工程計画の妥当性等を評価する。   

 

 



 

                               （企画提案書 様式３） 

 

事業の実施体制 

 

事業名：令和８年度八代海岸保全事業、玉名横島海岸保全事業及び西国東海岸保全事業  

九州農政局直轄海岸保全施設検討業務委託事業 

 

 （１）事業実施体制 

 【注意事項】当該事業の実施体制（人員配置等）を明示すること。 

 

 

 

 

 

 

 （２）本事業に携わる主な担当者 

氏名 所属・役職 担当業務の内容 所有する資格 類似業務の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・発注機関 

 ・業務名 

 ・業務内容 

 ・履行期間 

 ・役割 

     

     

     

 

 【注意事項】 

  ○主な担当者とは、事業を統括管理する者、調査分析作業等の責任者等を想定している。 

  また、事業を統括的に管理する者（１名に限る。）の氏名に〇を付すること。 

 ○氏名には「ふりがな」をふること。 

 ○資格には、資格の種類、部門（選択科目）等の資格に関する詳細を記載すること。 

 ○類似業務とは、軟弱地盤又は砂質地盤上の海岸保全施設の設計、施工の検討等に関する業

務とし、業務の実績には、発注機関、業務名、業務内容、履行期間、担当業務の役割等を

記載すること。 

 ○本様式に記載された内容により、主に実施体制の妥当性等を評価する。 

 

 

 

 



 

（企画提案書 様式４） 

 

過去５年間の類似業務の実績 

 

事業名：令和８年度八代海岸保全事業、玉名横島海岸保全事業及び西国東海岸保全事業 

 九州農政局直轄海岸保全施設検討業務委託事業 

業務名 業務概要 発注機関 履行期間 

    

    

    

    

    

    

 

 【注意事項】 

  ○ 過去５年間とは、令和３年４月１日から令和８年３月 31 日までとする。 

 ○ 類似業務とは、軟弱地盤又は砂質地盤上の海岸保全施設の設計、施工の検討等に関する

業務とする。 

  ○ 記載した実績が証明できる業務カルテ、契約書等の写しを添付すること。 

  ○ 本様式に記載された内容により、過去の類似業務の実績を評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（企画提案書 様式５） 

 

ワーク・ライフ・バランス等の推進に係る関係法令に基づく認定を証明する書面 

 

事業名：令和８年度八代海岸保全事業、玉名横島海岸保全事業及び西国東海岸保全事業 

 九州農政局直轄海岸保全施設検討業務委託事業 

法令名 認定の種類 認定の有無 

女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律(平成

27年法律第64号。以下「女性

活躍推進法」という。)に基

づく認定等 

（えるぼし・プラチナえるぼ

し認定企業） 

プラチナえるぼし ※１  

えるぼし３段階目 ※２  

えるぼし２段階目 ※２  

えるぼし１段階目 ※２  

行動計画の策定 ※３  

次世代育成支援対策推進法

（平成15年法律第120号。以

下「次世代法」という。）に

基づく認定 

（くるみん・トライくるみん

・プラチナくるみん認定企業

） 

 

プラチナくるみん ※４  

くるみん（令和７年４月１日以後の

基準） ※５ 

 

くるみん（令和４年４月１日～令和

７年３月31日までの基準） ※６ 

 

トライくるみん（令和７年４月１日

以後の基準） ※７ 

 

くるみん（平成29年４月１日～令和

４年３月３１日までの基準） ※８ 

 

トライくるみん（令和４年４月１日

～令和７年３月31日までの基準）  

※９ 

 

くるみん（平成29年３月31日までの

基準） ※10 

 

行動計画の策定（令和７年４月１日

以後の基準 ※３、※11 

 

青少年の雇用の促進等に関

する法律（昭和45年法律第 9

8号）に基づく認定（ユース

エール認定企業） 

ユースエール 

 

 

【注意事項】〇該当する認定等がある場合、「認定の有無」欄に〇印を記入して下さい。 

〇認定書等の写し、又は証明する書面を必ず添付すること。 

 



 

※１ 女性活躍推進法第 12 条に基づく認定 

※２ 女性活躍推進法第 9 条に基づく認定 

   なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと 

※３ 常時雇用する労働者の数が 100 人以下の事業者に限る（計画期間満了していない行動計

画を策定している場合のみ） 

※４ 次世代法第１５条の２の規定に基づく認定 

※５ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一

部を改正する省令（令和６年厚生労働省令第１４６号。以下「令和６年改正省令」という。）

による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則（以下「新施行規則」という。）第４

条第１項第１号及び第２号に掲げる基準による認定 

※６ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、令和６年改正省令による改正前の次世代

育成支援対策推進法施行規則第４条第１項第１号及び第２号又は令和６年改正省令附則

第２条第２項の規定によりなお従前の例によることとされた令和６年改正省令による改

正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条第１項第１号及び第２号に掲げる基準

による認定（ただし、※８及び※10 の認定を除く。） 

※７ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第４条第１項第３号及び第４

号に掲げる基準による認定 

※８ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一

部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第１８５号。以下「令和３年改正省令」という。）

による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条又は令和３年改正省令附則第

２条第２項の規定によりなお従前の例によることとされた令和３年改正省令による改正

前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条に掲げる基準による認定（ただし、※10 の

認定を除く。） 

※９ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、令和６年改正省令による改正前の次世代

育成支援対策推進法施行規則第４条第１項第３号及び第４号又は令和６年改正省令附則

第２条第２項の規定によりなお従前の例によることとされた令和６年改正省令による改

正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条第１項第３号及び第４号に掲げる基準

による認定 

※10 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の

一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第３１号。以下「平成２９年改正省令」と

いう。）による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条又は平成２９年改正省

令附則第２条第３項に掲げる基準による認定 

※11 次世代法第１２条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育

児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部

を改正する法律（令和６年法律第４２号）による改正後の次世代法第１２条第５項の規定

に基づき令和７年４月１日以後に策定又は変更を行ったもの 

 

 

 

 



 

（企画提案書 様式６－１）                          

 

 

従業員への賃金引上げ計画の表明書 

 

 

当社は、○年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度）

（又は○年（令和○年１月１日から令和○年 12 月 31 日））において、給与総額を

対前年度（又は対前年）増加率〇％以上とすることを表明いたします。 

 

  

 

 年  月  日 

 株式会社○○○○ 

 （住所を記載） 

 代表者氏名 ○○ ○○   

 

 

 

 

上記の内容について、我々従業員は、○年○月○日に、○○○という方法に

よって、代表者から説明を受けました。 

 

 

 年  月  日 

 株式会社○○○○ 

 従業員代表          氏名 ○○ ○○  印 

 給与又は経理担当者      氏名 ○○ ○○  印 

 

 



 

（留意事項） 

１ 貴社の事業年度により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、

貴社が作成する「法人事業概況説明書」を用いて賃上げ実績を確認させてい

ただきますので、発注者の指示に従い、当該資料の写しをご提出いただくこ

とを予めご承知ください。 

  なお、法人事業概況説明書を作成しない事業者の場合は、税務申告のため

に作成する類似の書類（事業活動収支計算書）等の賃金支払額を確認できる

書類を提出していただきます。 

２ 暦年により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、貴社が作成

する「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を用いて賃上げ実績を確

認させていただきますので、発注者の指示に従い、当該資料の写しをご提出

いただくことを予めご承知ください。 

３ 発注者において上記１若しくは２の提出を確認し、貴社が表明書に記載し

た賃上げを実行していないと認められる場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱

していると認められる場合又は上記２若しくは３の提出がない場合は、当該

事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点

又は評価点を減点するものとします。 

４ 上記３による減点措置は、減点措置開始日から１年間、総合評価落札方式

による入札に参加する場合に実施します。なお、減点措置の開始時期は、減

点事由の判明の時期により異なるため、減点事由を確認した発注者から適宜

の方法で通知します。 



 

 

（企画提案書 様式６－２）                      

 

従業員への賃金引上げ実績整理表 

 

１ 賃上げ実績 

 

前年(度)の給与 

総額 ① 

 

当年(度)の給与 

総額 ② 

 

賃上げ率 

（②／①－１） 

×100 

賃上げ基準 

 

 

達成状況 

 

 

 

 

 

 

％ 

 

％ 

 

達成／未達成 

 

 

２ 使用した書類 

 

□ 法人事業概況説明書 

【算出方法】「「10主要科目」の（労務費＋役員報酬＋従業員給料）」 

で算出した給与総額を前年度と比較する 

 

□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表 

【算出方法】「「１給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」 

で算出した給与総額を前年と比較する 

 

（注）使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。 

 

 

 年 月 日 

 株式会社〇〇〇〇 

 （住所を記載） 

 代表者氏名 〇〇 〇〇 

 

 

（留意事項） 

  前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉

徴収票等の法定調書合計表」の写しを添付してください。 

企画提案書 様式６－２～別紙については、

申請時における提出の必要はありません。 















別紙

企画提案書特定に係る評価基準

項目 着眼点 判定の指標 点数

ア．豊富な知見を有し、十分理解されている。 15点

イ．知見を有し、理解されている。 10点

ウ．普通である。 5点

エ．理解が不十分である。
選定

しない

ア．詳細な検討がなされ、優れた実施内容となっている。 30点

イ．検討がなされ、妥当な実施内容となっている。 20点

ウ．普通である。 10点

エ．内容が劣る。
選定

しない

ア．詳細な検討がなされ、優れた実施内容となっている。 30点

イ．検討がなされ、妥当な実施内容となっている。 20点

ウ．普通である。 10点

エ．内容が劣る。
選定

しない

ア．十分な検討がなされ、優れた工程計画となっている。 15点

イ．検討がなされ、妥当な工程計画となっている。 10点

ウ．普通である。 5点

エ．内容が劣る。
選定

しない

ア．十分な検討がなされ、優れた実施体制となっている。 15点

イ．検討がなされ、妥当な実施体制となっている。 10点

ウ．普通である。 5点

エ．体制が劣る。
選定

しない

ア．５件以上の実績がある。 15点

イ．３件以上５件未満の実績がある。 10点

ウ．１件以上３件未満の実績がある。 5点

エ．実績なし 0点

ア．過去３年間で150ＣＰＤ、又は前々年度50ＣＰＤ以上 15点

イ．過去３年間で90－149ＣＰＤ、又は前々年度30－49ＣＰＤ 10点

ウ．過去３年間で30-89ＣＰＤ、又は前々年度10-29ＣＰＤ 5点

エ．ア～ウ以外 0点

ワーク・ライフ・バランス等を推進する企
業として、以下の法令の認定を受けている
か。

（１）～（３）のうち複数の認定等に該当する場合は、最も配点の高い区
分により加点を行う。

ア．プラチナえるぼし認定企業　※１ 5点

イ．えるぼし３段階目　※２ 4点

ウ．えるぼし２段階目　※２ 3点

エ．えるぼし１段階目　※２ 2点

オ．行動計画の策定　※３ 1点

※１　女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定

※２　女性活躍推進法第9条に基づく認定
　　　なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすものに限る

※３　常時雇用する労働者の数が100人以下の事業者に限る（計画期間が満了し
　　ていない女性活躍推進法第8条の規定に基づく一般事業主行動計画を策定し
　　ている場合のみ）

過去３年間における担当者（事業を統括的に
管理する者）の農業農村整備事業に関する継
続教育に対する取組状況
（過去3年間とは令和4年4月1日～令和7年3月31日ま
で、前々年度とは令和6年度）

ワーク・ライ
フ・バランス
等の推進

（１）女性の職業生活における活躍の推進
に関する法律（平成27年法律第64号。以下
「女性活躍推進法」という。）に基づく認
定等
（えるぼし・プラチナえるぼし認定企業
等）

事業の目的・内
容等に対する理
解度

海岸保全施設整備事業に精通するとともに、
海岸保全施設の新設・改良に関する豊富な知
見を有し、事業目的及び内容が十分理解され
ているか。

事業実施方針の
的確性①

海岸保全施設の新設・改良に伴う技術的課題
に対し専門分野に配慮された学識経験者等が
選定されるなど、妥当な内容となっている
か。

事業実施方針の
的確性②

海岸保全施設の新設・改良に伴う技術的課題
の検討に当たっての学識経験者等を活用した
検討方法について、妥当な実施内容となって
いるか。

実施手順・工程
計画の妥当性

各海岸保全施設の検討状況等に配慮した実施
手順や工程が十分検討された計画となってい
るか。

実施体制の妥当
性

事業量に見合った人員が配置され、また、主
な担当者において技術的課題を踏まえた選定
がなされ経験等も十分であるか。

過去の類似業務
の実績

過去５年間における類似業務の実績
（過去5年間とは令和3年4月1日～令和8年3月31日まで
に完了した業務）

継続教育に関す
る姿勢



項目 着眼点 判定の指標 点数

ア．プラチナくるみん認定企業　※４ 5点

イ．くるみん認定企業（令和７年４月１日以後の基準） ※５ 4点

ウ．くるみん認定企業（令和４年４月１日～令和７年３月31日までの基準） ※６ 3点

エ．トライくるみん認定企業（令和７年４月１日以後の基準）　※７ 3点

オ．くるみん認定企業（平成29年４月１日～令和４年３月31日までの基準） ※８ 3点

カ．トライくるみん認定企業（令和４年４月１日～令和７年３月31日までの基準）　※９ 3点

キ．くるみん認定企業（平成29年３月31日までの基準）　※10 2点

ク．行動計画の策定（令和７年４月１日以後の基準）　※３、※11 1点

※４　次世代法第15条の２の規定に基づく認定

※５　次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進
    法施行規則の一部を改正する省令（令和６年厚生労働省令第１４６号。以
    下「令和６年改正省令」という。）による改正後の次世代育成支援対策推
    進法施行規則（以下「新施行規則」という。）第４条第１項第１号及び第
    ２号に掲げる基準による認定

※６　次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、令和６年改正省令による
    改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条第１項第１号及び第２
    号又は令和６年改正省令附則第２条第２項の規定によりなお従前の例によ
    ることとされた令和６年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進
    法施行規則第４条第１項第１号及び第２号に掲げる基準による認定（ただ
    し、※８及び※10の認定を除く。）

※７　次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第４条第１項
    第３号及び第４号に掲げる基準による認定

※８　次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進
    法施行規則の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第１８５号。以
    下「令和３年改正省令」という。）による改正前の次世代育成支援対策推
    進法施行規則第４条又は令和３年改正省令附則第２条第２項の規定により
    なお従前の例によることとされた令和３年改正省令による改正前の次世代
    育成支援対策推進法施行規則第４条に掲げる基準による認定（ただし、※
    10の認定を除く。）

※９　次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、令和６年改正省令による
    改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条第１項第３号及び第４
    号又は令和６年改正省令附則第２条第２項の規定によりなお従前の例によ
    ることとされた令和６年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進
    法施行規則第４条第１項第３号及び第４号に掲げる基準による認定

※10　次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進
    法施行規則等の一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第３１号。
    以下「平成２９年改正省令」という。）による改正前の次世代育成支援対
    策推進法施行規則第４条又は平成２９年改正省令附則第２条第３項に掲げ
    る基準による認定

※11　次世代法第１２条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、
    介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代
    育成支援対策推進法の一部を改正する法律（令和６年法律第４２号）によ
    る改正後の次世代法第１２条第５項の規定に基づき令和７年４月１日以後
    に策定又は変更を行ったもの

（３）青少年の雇用の促進等に関する法律
（昭和45年法律第98号）に基づく認定
（ユースエール認定企業）

ア．ユースエール認定企業 4点

賃上げの実施を表敬した中小企業等 賃上げを実施する企業として、以下の表明をしているか。
事業年度（又は暦年）において、対前年度（又は対前年）比で給与総額を1.5％
以上増加させる旨を従業員に表明していること。

3点

（２）次世代育成支援対策推進法（平成15
年法律第120号。以下「次世代法」とい
う。）に基づく認定（くるみん・トライく
るみん・プラチナくるみん認定企業）

賃上げの実施を
表明した企業等


